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【項目別評価】 
  項目別評価にあたっては、法人から提出された業務実績報告書の検証を踏まえ、事業の進捗状況・成果を
年度計画の大項目ごとに１～４の４段階で評価を行った。 
 

評
定 

１… 年度計画を順調に実施している。 
２… 年度計画をおおむね順調に実施している。 
３… 年度計画を十分に実施できていない。 
４… 業務の大幅な見直し、改善が必要である。 

        
  年度計画の大項目ごとの評定及び評定説明は、以下のとおりである。 
 
 

Ⅱ 首都大学東京に関する目標を達成するためにとるべき措置 
１ 教育に関する目標を達成するための措置 
（１）教育の内容等に関する取組み  

 
【入学者選抜】    
評定 ２ 年度計画をおおむね順調に実施している。 

  （評定説明）   
アドミッション・ポリシーを策定し、それに基づく特色ある入学者選抜を実施し、大学が求める人材の
確保に努めたことを評価する。入学者選抜方法と入学後の成績の相関関係については、継続的に調査・分
析し、今後の入試制度の改善の基礎資料とすることを望む。 

   入試広報については、高校訪問、進学ガイダンスなど教職員一体となった意欲的な取り組みは評価で
きる。今後、高校への出張講義、オープンクラスなど全学部での取り組みと改善が必要である。 

   大学院の平成１７年度入学者選抜については、設置認可時期が９月末となり、通常より学生募集時期
が遅れたという特殊事情があるにしても、博士課程を中心に収容定員を満たしていない専攻が多くみら
れる。大学院については、平成１８年度からの研究科の再編成及び入学者選抜を行ったところであり、
今後は、収容定員の充足に努め、入試広報などの充実を図ることを望む。 

 
【教育課程・教育方法】～学部教育における取組み～ 
評定 ２ 年度計画をおおむね順調に実施している。 
（評定説明） 
首都大学東京の基礎・教養教育である、基礎ゼミナール、都市教養プログラム、実践的英語教育、現場
体験型インターンシップなどは、特色ある教育の取り組みであり、高く評価できる。今後は、実施状況の
検証と更なる改善を期待する。 
 学生のキャリア形成に応じ履修の幅を広げるため、学外の教育資源を単位として認定する「単位バンク
システム」については、今年度、制度基盤が整備されたことは評価するが、全学的な取り組みとして登録
科目を拡大することを望む。電子シラバス、教員プロフィールを公表することは当然のことであり、デー
タ整備を行い早急に公開すべきである。また、分散型キャンパスに対応するため、e-Learning の活用の
検討が望まれる。 
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【教育課程・教育方法】～大学院教育における取組み～ 
評定 ２ 年度計画をおおむね順調に実施している。 

 （評定説明） 
平成１８年度の新大学院の設置・再編成に向け、設置理念や研究科の特性に応じた教育課程を編成し
たことは評価する。今後は、他大学との差別化を十分意識し、首都大学東京の特色を生かし、社会人向
けのリカレント教育を含め、専門知識と技術習得のバランスのとれた特色のある大学院教育の展開が望
まれる。 

 
【教育の質の評価・改善】 
評定 ２ 年度計画をおおむね順調に実施している。 

  （評定説明） 
     ファカルティ・ディベロップメントについては、ＦＤ委員会による積極的な取り組みが行われており、
授業評価の実施や授業改善に関する実践報告などの活動は評価できる。今後は全学部への拡大や他大学の
状況を調査・分析するなど、一層の充実を望む。 
一方、自己点検・評価結果の教育現場への反映、全学共通の成績評価基準の作成、授業科目情報の公表
などは検討中ため、計画が十分に達成されていない。今後は、これら検討中の事項については、速やかに
実施すること望む。なお、工学系にあってはJABEE（日本技術者教育認定制度）の認定について、検討
を進めることが望まれる。 

 
 

Ⅱ 首都大学東京に関する目標を達成するためにとるべき措置 
１ 教育に関する目標を達成するための措置 
（２）学生支援に関する取組み 

 
【学生サポートセンターの設置】 
評定 ２ 年度計画をおおむね順調に実施している。 

 （評定説明） 
学生の教育や生活に対するニーズを的確に受けとめ、学生サービスを高めることは、大学教育に求めら
れる新たな要素であり、学生サポートセンターの設置、教員のオフィスアワーの設置など学修面で学生支
援を強化した点は評価する。 
今後は、講義や研究指導の時間帯以外での学生に対する指導時間の確保の重要性について、教員間で共
通認識を更に深めていく必要がある。学生の満足度調査などを、毎年度、定期的に実施するなど、更なる
サービス向上を図ることを望む。 

 
【学修に関する支援】 
評定 ２ 年度計画をおおむね順調に実施している。 

  （評定説明） 
学部（系）によって対応が様々であるものの、全体として、学修カウンセラーの配置、教員のオフィス
アワーの設置など学修に対する支援体制の充実が進んでいることは評価する。また、図書情報センターの
レファレンス機能の充実などがおおむね進んだことも評価できる。 
今後は、学部（系）の特性に応じた、学修に対するきめ細かな支援体制を更に充実されることを期待す
る。 
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【学生生活支援】 
評定 ２ 年度計画をおおむね順調に実施している。 

 （評定説明） 
ホームページを活用した学生サービスに関する情報提供など、学生生活の支援体制が整えられつつある。
成績優秀者表彰制度の一環として授業料減免制度を導入することは経済的観点のみならず、学生のモチベ
ーションを高める点や社会的観点からも重要である。今後は、効果的な運用及び制度の充実を望む。 

 
【就職支援】 
評定 ２ 年度計画をおおむね順調に実施している。 

 （評定説明） 
就職課の設置、就職カウンセラーの配置等により、これまでの都立の大学では遅れていたとされる、キ
ャリア形成支援及び就職支援体制が強化されたことは評価する。 
今後は、「キャリア形成支援の取り組み基本方針」に基づき、低学年からのきめ細かなキャリア形成支
援体制の整備や今年度実施された各種プログラムの更なる充実などに積極的に取り組むことを望む。 

 
【留学支援】 
評定 ２ 年度計画をおおむね順調に実施している。 

 （評定説明） 
留学を希望する学生に対しては、手続的な支援に留まることなく、十分な成果が上がるよう支援制度
を整備し、積極的な展開を望みたい。 

   今後は、単に留学を支援するだけでなく、特に首都大学東京と関係の深い講座のある大学や外国の首
都にある大学と積極的に提携し、これにともなった学生の交流という形での留学支援が望ましい。未策
定の留学支援方針、支援計画を早期に策定し、留学支援に努めること。 

 
【外国人留学生支援】 
評定 ２ 年度計画をおおむね順調に実施している。 

 （評定説明） 
外国人留学生に対する学修、生活面での支援や、日本語学習支援の充実を図ったことは評価する。 
今後も引き続き、学修、生活面での支援を充実するとともに、留学生に対する適応相談体制を充実させ
ることを望む。未策定の外国人留学生支援方針、支援計画を早期に策定し、外国人留学生支援に努めるこ
と。 

 
【適応相談】 
評定 ２ 年度計画をおおむね順調に実施している。 

 （評定説明） 
進路や生き方にかかわる学生のメンタルな悩みへの大学の対応は、学生の修学・生活面の支援において
必要であり、学生に対する適応相談を積極的に行なっている点は評価できる。 
 今後、適応相談資料等は個人情報として適切に保護するとともに、学年進行により学生が各キャンパス
に移動した時も、各キャンパスに引継ぎ、学生が卒業するまで適正に保管し、適切に適応相談に対応する
ことを望む。 
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【支援の検証】 
評定 ２ 年度計画をおおむね順調に実施している。 

 （評定説明） 
学生生活実態調査の実施及び結果の分析、それに基づき改善策を策定したことなどは評価できる。 
今後は、首都大学東京の学生と他大学生との生活実態比較などを基に、学生ニーズに対する首都大学東
京の総合的な戦略を望む。 

 
 

Ⅱ 首都大学東京に関する目標を達成するためにとるべき措置 
２ 研究に関する目標を達成するための措置 

 
（１）研究の内容等に関する取組み 
評定 １ 年度計画を順調に実施している。 

 （評定説明） 
「大都市の課題解決に資する研究」をテーマに各部局において、先端的、学際的研究に取り組んだこと
や、都の試験研究機関、他大学、海外の大学と連携し、共同研究を推進したことは評価できる。また、都
及び他の自治体との連携を通じた研究成果の社会還元が進んだ点も評価できる。 
今後は、首都大学東京の使命として大都市問題をテーマとした研究と研究成果の社会還元を、継続的か
つ積極的に取り組むことを望む。 

 
（２）研究実施体制等の整備に関する取組み 
評定 ２ 年度計画をおおむね順調に実施している。 

 （評定説明） 
研究活動の活性化を目的とした研究費の競争的資金配分や、国等の外部資金獲得のための体制整備など
の取り組みは評価する。今後は、大都市問題について外部との共同研究や受託研究を進めるとともに、戦
略的な研究とそれに見合った競争的な資金配分の機能を高め、大学組織と研究機能の高度化により、研究
体制の充実を図ることを望む。 

   また、外部資金、特に科学研究費補助金は、各大学の申請件数が公表されており、その大学における
研究の活性化の指標の一つとなっている。体制整備により申請は着実に増加しているが、一層の努力を
期待する。 

 
 

Ⅱ 首都大学東京に関する目標を達成するためにとるべき措置 
３ 社会貢献に関する目標を達成するための措置 

 
（１）産学公連携に関する取組み 
評定 ２ 年度計画をおおむね順調に実施している。 

 （評定説明） 
産学公連携センターを設置し、コーディネーター、知的財産マネージャーの配置などにより、技術相談
件数、受託研究・共同研究件数、特許出願件数などが増加しており、一定の基盤整備ができたことは評価
する。 
今後は、これまでの取り組みを充実・発展させるとともに、資金・人材・情報の交流を活発にするため
の制度の整備を求める。 
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（２）都政との連携に関する取組み 
評定 １ 年度計画を順調に実施している。 

 （評定説明） 
都政のシンクタンクとして機能を発揮するため、都に対し連携可能なプロジェクトの提案、ニーズ調査
の結果、１８件のプロジェクトを事業化し、研究成果の都政への還元が着実に進んでいることは評価する。 
今後は、都政のシンクタンク機能として更なる向上を図るとともに、都との連携強化に一層努めること
を期待する。 

 
（３）都民への知の還元に関する取組み 
評定 ２ 年度計画をおおむね順調に実施している。 

 （評定説明） 
オープンユニバーシティを開設し、教養講座やキャリアアップ・リカレント講座等による、都民への知
の還元の取組みを進めたことは評価する。 
今後は、飯田橋キャンパスを中心に、講座内容の充実、拡充を行なうとともに、講座開講率の向上など、
事業展開を進めることを求める。 

 
 

Ⅲ 産業技術大学院大学に関する目標を達成するためにとるべき措置 

 
評定 ２ 年度計画をおおむね順調に実施している。 

 （評定説明） 
設置認可申請、大学説明会、入学者選抜の実施など開学に向けた準備を着実に行い、入学定員を確保
し、１８年４月の開学を迎えたことは評価する。 
 しかし、産業技術大学院大学の理念、教育の特色などが受験生や企業等に必ずしも十分に浸透してい
ない面が、入学者選抜状況等からうかがえる。 
 今後は、知名度や認知度をアップさせるため、メディア広報戦略を再構築し、産業技術大学院大学が
育成を目指す人材像の周知を、企業などに向けて展開することが望まれる。 
 

   

Ⅳ 東京都立大学、東京都立科学技術大学、東京都立保健科学大学、東京都立短期大学に関する目標を達成す
るためにとるべき措置 

 
（１）教育の内容等に関する取組み 
評定 ２ 年度計画をおおむね順調に実施している。 

 （評定説明） 
都立４大学の在学生に対する卒業に向けた教育課程の保障や履修相談・指導など適切な措置を実施し 
た。 
今後も、学生の学修機会の確保などについて、適切に対応することを求める。 
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（２）学生支援に関する取組み 
評定 ２ 年度計画をおおむね順調に実施している。 

 （評定説明） 
学修カウンセラーの配置、教員のオフィスアワーの設置などにより学修に対する支援体制の充実が進ん
でいること、ホームページを活用した学生サービスに関する情報提供などにより学生生活支援の体制が整
えられつつあること、就職課の設置、就職カウンセラーの配置等により、これまでの都立の大学では遅れ
ていたとされるキャリア形成支援及び就職支援体制が強化されたことは評価する。 
今後は、支援体制を検証し、学生のニーズに応える体制づくりが望まれる。 

 
 

Ⅴ 法人運営の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置 

 
１ 業務運営の改善に関する目標を達成するための措置 
評定 ２ 年度計画をおおむね順調に実施している。 

 （評定説明） 
     経営・教学戦略委員会の設置など、法人運営の戦略性、迅速性、効率性の強化に向けた取り組みが実施され
ている。特に、経営企画室の設置は、理事長及び学長のリーダーシップのもとに法人運営を戦略的、効果的に
進める上でコアとなる組織であり、経営と教育研究の強化に向け法人全体を牽引する役割を担う組織として、
今後の発展に期待する。 

   これまで以上に大学運営を充実させるためには、学長のリーダーシップが重要であり、迅速な意思決定と教
育・研究の現場などからの声に柔軟に対応するための人材の発掘や、人材育成などが望まれる。   
 また、理事長、学長、部局長の意思決定に関しては、判断基準となる基本方針や意思決定プロセスについて、
教職員に対して、一層の周知徹底を図ることを望む。 

 
２ 教育研究組織の見直しに関する目標を達成するための措置 
評定 １ 年度計画を順調に実施している。 

 （評定説明） 
     大都市の課題解決に資する人材を育成するという首都大学東京のミッションに照らし合わせると、既存の学
統、学系を超えた現代的な教育研究のニーズに沿った学部教育の構築を目指した、インダストリアルアー
トコースや都市政策コース、観光・ツーリズムコースの設置準備は評価できる。 
今後は、組織のリストラクチャリングの方式と教育研究組織の見直しを実現するシステムを確立する
ことが望まれる。 

 
３ 人事の適正化の関する目標を達成するための措置 
評定 ２ 年度計画をおおむね順調に実施している。 

 （評定説明） 
     適切な規模の教職員数によって組織運営を適正化し、経営の効率化を進めることはあらゆる組織に求め
られており、任期制・年俸制の導入や業績評価により年功序列型人事から脱皮を図って組織に活力をもた
らすことは、人事政策面から求められる経営の課題である。 

   こうした点から、困難を伴いながらも、平成１７年度中に任期制・年俸制・教員評価制度をトータル
に捉えた教員の新たな人事制度を構築し、１８年度からの制度導入に至ったことについては評価する。 

   今後、教員の新たな人事制度の実施に当たっては、導入趣旨に沿った運用を行い、制度の定着と更な
る整備を着実に進める必要がある。また裁量労働制についても、導入・運用の必要性に鑑み、速やかに
実施すべきである。 
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４ 事務等の効率化に関する目標を達成するための措置 
評定 ２ 年度計画をおおむね順調に実施している。 

 （評定説明） 
     情報ネットワークの整備や分散型キャンパスの事務効率向上に向けたインターネット回線の速度向上
など、業務の効率的運営を進める取り組みが実施された。 
今後は、簡素で効率的な法人運営を図り、分散型キャンパスに対応するため、他大学や民間の先進的
な事例を参考に、ネットワークを生かした組織の簡素化をより一層進めることや、法人事務職員の資質
向上を図るなどの取り組みが望まれる。 

 
 

Ⅵ 財務運営の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置 

 
１ 外部資金等の増加に関する目標を達成するための措置 
評定 ３ 年度計画を十分に実施できていない。 

 （評定説明） 
 産学公連携センターを設置し、産学公コーディネーターを配置するなど、外部資金獲得体制を整備した
点は評価する。しかし、外部資金獲得額が１０億円という数値目標を大幅に下回ったことは課題である。
この結果について、調査・分析するなど今後に向けて検討が必要である。 
 今後、企業からの外部資金獲得に向けて、大学としての取り組み姿勢、体制・制度、教員の意識変革、
獲得に対するインセンティブなど一層の改革が望まれる。 
 また、寄附金を基にした奨学金制度の創設などの整備が遅れた点も課題であり、早急な対応が望まれ
る。 

 
２ 授業料等学生納付金に関する目標を達成するための措置 
評定 ２ 年度計画をおおむね順調に実施している。 

 （評定説明） 
授業料等の減免については家計の現状など社会的背景にも考慮して、成績優秀者へのインセンティブ
を高めるべきであり、１８年度から成績優秀者表彰制度の一環として授業料減免を行なうとしたことは
評価する。 

   なお、学生納付金に関しては、法人という設置形態に伴う大学の個性と社会情勢に見合ったフレキシ
ブルな設定を可能にすべきであるとともに、学生一人当たりに投入される年間経費や受益者負担額の妥
当性の検証など、法人らしい分析の実施とそれに関する学生への説明責任を果たすことが望まれる。  

   また、学生納付金の納入方法については、学生の一層の利便性を考慮することを期待する。 
 
３ オープンユニバーシティの事業収支に関する目標を達成するための措置 
評定 ２ 年度計画をおおむね順調に実施している。 

 （評定説明） 
     受講者アンケート等で、都民・受講者ニーズの把握などにより、サービスの見直し、改善への努力が認
められた。 
 今後は、各講座の受講者数が都民ニーズを反映していることを踏まえ、講座の見直しと収支バランスの
改善、受講者拡大に向けた都民に対するさらなるＰＲ活動が必要である。 
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４ 経費の抑制に関する目標を達成するための措置 
評定 ２ 年度計画をおおむね順調に実施している。 

 （評定説明） 
     契約の合理化や集約、省エネルギーの徹底を通して経費節減に努める一方、アウトソーシングなど法人
経営のメリットを生かした取り組みが実施された。 
今後は、事業年度ごとに具体的かつ定量的な目標を設定し、結果を厳正に評価するとともに、新たな課
題をつくり、さらなる抑制に取り組むことが望まれる。 

 
５ 資産の管理運用に関する目標を達成するための措置 
評定 ２ 年度計画をおおむね順調に実施している。 

 （評定説明） 
     学内施設の活用は、学内外のニーズに適切に対応するなど、施設の有効活用の拡大への取り組みが認
められた。 

     資産の有効活用及び適正な運用を図るため、特に保有施設の中長期的な改修計画については、早急に
策定するなど適切に対応する必要がある。 

     今後、資産運用の効率化・適正化については、目標設定と結果の評価が求められるとともに、ハード
面のみならず、保有知財などの活用による資産価値の最大化を進める基盤整備が望まれる。 

 
６ 剰余金の適切な活用による戦略的な事業展開に関する目標を達成するための措置 
評定 ３ 年度計画を十分に実施できていない。 

 （評定説明） 
   経営努力認定に基づく剰余金の戦略的な事業への活用は、法人化による経営上の重要なインセンティブ
であり、早急に活用の仕組みの構築が必要である。 

   また、財務運営にあたっては、予算管理を常時適切に行い、戦略的かつ弾力的な予算配分や資源配分
など一層推進することを望む。 

 
 

Ⅶ 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標を達成するためにとるべき措置 

  
評定 ２ 年度計画をおおむね順調に実施している。 

 （評定説明） 
     年度計画の策定や平成１８年度の自己点検・評価の実施に向けた実施方針等に取り組んだ。 
     今後は、第三者評価の実施へ向けた体制整備が必要である。 
 
 

Ⅷ その他業務運営に関する目標を達成するためにとるべき措置 

 
１ 広報活動の積極的展開に関する目標を達成するための措置 
評定 ２ 年度計画をおおむね順調に実施している。 

 （評定説明） 
     広報は、大学の経営戦略において、社会のイメージ形成上きわめて大きな要素である。これまでの大
学像からの脱却と首都大学東京の新たなイメージ作りに、入試広報をはじめメディア展開の効果が認め
られる。また、教職員が一体となって大学説明会や高校訪問といった広報活動に参加したことも特筆す 
べきである。 
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    今後は、中長期的な法人運営の観点から、広報戦略を策定し、広報のプロを活用するなど効果的、効
率的な広報活動を図る必要がある。 

 
２ 情報公開等の推進に関する目標を達成するための措置 
評定 ２ 年度計画をおおむね順調に実施している。 

 （評定説明） 
   教育研究以外の情報もホームページ上で公表するなど、社会的な情報発信機能とともに情報公開に適切
に対応するなど、透明性を確保している。こうした情報開示は大学に課された社会的責任の一部であり、 
その取り組みに一定の実績が認められた。 

   今後は、一方的な発信だけでなく、受信者とのコミュニティ作りなど、一歩進めた施策が必要である
とともに、学生モニターなどにより見る側の立場に立って、ホームページのデザイン向上を目指すこと
が望まれる。 

 
３ 施設設備の整備・活用等に関する目標を達成するための措置 
評定 ３ 年度計画を十分に実施できていない。 

 （評定説明） 
 学内施設の適切・計画的な維持更新には、設立団体の適正な財政支援が必要であるが、法人においても
各キャンパスの施設改修計画の策定が不可欠であり、早期の策定が必要である。 
 今後、施設改修計画策定にあたっては、保守点検や清掃・施設管理など、光熱水費以外の経費などライ
フサイクルコスト全般にわたる経費を考慮し、しっかりとした中長期的な計画を立てる必要がある。 

  
４ 安全管理に関する目標を達成するための措置 
評定 ３ 年度計画を十分に実施できていない。 

 （評定説明） 
     労働安全衛生体制の徹底には、教職員及び学生への周知の体制、教育などの整備が不可欠である。全学
組織である安全衛生会議を設置し、体制整備を進めた点、教職員や学生に対する安全衛生管理教育に取り
組んでいる点などは、評価できるが、今後、より一層の充実を望む。 

   災害発生時の危機管理体制やライフラインの確保などにおいて一部未整備の部分があり、さらに、大
災害時に不可欠な地域との連携体制の整備も遅れていることは課題である。 

   また、大規模災害時に一時避難所になるキャンパスは、大震災など具体的状況を想定し、法人及び大
学内の指揮命令系統や判断基準などのマニュアルを策定することが必要である。 

   今後は、大都市の課題を解決する大学として、安全管理に関しても、他大学のモデルとなるような取
り組みを期待する。 

 
５ 社会的責任に関する目標を達成するための措置 
評定 ２ 年度計画をおおむね順調に実施している。 

 （評定説明） 
     地球温暖化への対策、セクシュアルハラスメントやアカデミックハラスメントの防止対策まで、引き続
き大学の社会的責任を果たすため、教職員のモラルの確立に向けた措置の促進を期待する。 
 また、これらに加え、内部告発の受け皿について、学外の第三者の活用を含めて検討、整備するなど、
大学が社会的責任を果たすための方策を検討し、整備することを望む。 


